
茂原銘産品等認定申込要項 

１．目 的 

地場産業振興の一環として、第1期で発掘された本市生産品を茂原銘産品としてさら

に成長・育成させ、広く市内外に紹介・発信することで、市内産業の振興に寄与すると

ともに、茂原銘産品を通して、観光客や市民に地域の魅力をしっかり伝え、訪れた方が

楽しめる機会を増やすことを目的とする。 

２．背景・趣旨 

第2期では、茂原市が「七夕のまち」であることにちなみ、認定品の上限を77品と設

定しました。 

これは、第1期で発掘された商品を整理・成長させるうえで、限度を設けることで希少

性を確保し、注目度を高めるためです。 

また、77品の中から特にPR・象徴的な役割を担う“推奨セレクション型”は7商品と

し、七夕の「7」にちなんだ選定としています。 

３．主 催 

茂原銘産品認定委員会（茂原商工会議所内） 

４．銘産品認定期間 

2年間（第2期：令和8年4月～令和10年3月） 

５．認定種別・選定品目 

○部門  Ａ：一品料理  Ｂ：和菓子  Ｃ：洋菓子  Ｄ：カフェ＆パン 

Ｅ：加工食品  Ｆ：工芸品・工業製品等  Ｇ：キッチンカー 

６．申込可能数 

申込数は部門を問わず１事業所１品目のみ 

※販売価格の下限上限はありません。 

７．申込要件 

①～③はいずれかに該当、④～⑮は全てに該当した場合のみ申し込みを受付致します。 

○生産に関すること 

① 市内で生産したものであること 

② 商品の原材料の主要な部分が市内で生産されたものであること 

③ 市内で製造・加工その他の工程のうち、主要な部分を行うことによる相応の 

付加価値が生じているものであること 

 

 



○販売に関すること（Ａ～Ｇ部門） 

④ 申込時点において、既に市販されているもの 

⑤ 消費者がいつでも注文・購入可能なもの（季節限定商品は可） 

⑥ 一般的に定評があるまたは伝統があるもの 

○販売に関すること（Ａ～Ｆ部門） 

⑦ 市内に事業所があること（いつでも同じ場所で購入できる） 

  ○販売に関すること（Ｇ部門のみ） 

   ⑧申し込み時点において、茂原市内で1年以上販売実績がある 

○その他 

⑨ 申し込み時点において茂原商工会議所の会員であること 

⑩ 認定後に行われるPRイベント等の各種事業に協力することができる 

⑪ 観光土産品の表示に関する公正競争規約等関係法令に違反しないもの 

⑫ 申請商品の製造、加工等に関する各種政令（店舗営業許可、食品衛生責任者 

等）の資格要件を満たしていること 

   ⑬ 認定された場合、業務効率化として茂原銘産品のLINEグループ（連絡網）に加 

入すること（別途、同意書あり） 

○ブランド・取り組みその他 

⑭ 事業の広がりや新たな需要を喚起できること 

⑮ 市のブランドイメージアップに資する商品であること 

⑯ 苦情または事故等の速やかな報告ができ、責任をもって的確に苦情等に対処で 

きること 

８．選定方法 

独自定義：茂原銘産品は、茂原商工会議所が運営する事業で、茂原市および会員企業の商

品・製品・技術を広くPRすることを目的に認定します。 

選定方式：第2期からは、事業者の参加意欲や活動方針に応じて、以下の3つの型を設け

ます。 

型 特徴 運用方法・選定方法 

①ベーシック型 
ゆるやかな認知向上を目的と

する形態 

①エントリーシート提出 

②第1期認定品は継続チェック欄で

自動継続 

③商品の現品審査なし 

④参加意欲・PR協力度を総合判断 

②イベント連動型 
各種イベントへの積極参加を

希望する形態 

①エントリーシート提出 

②第1期認定品は継続チェック欄＋

活動状況確認 

③商品の現品審査なし 

④参加意欲、イベント協力度、PR協力

度を総合評価 



③推奨セレクション型 

本格的なブランディング志向

を持ち、対外的“顔”の役割

を担う形態 

①個別立候補制＋会議所で適性確認 

②第1期認定品も活動状況に応じ選

定（最大7商品） 

③新規応募はエントリーシート＋現

品提出必須 

④商品＋活動＋地域評価を総合評価 

基本方針 

：第1期認定品は原則継続 

：第2期応募総数が上限77品を超えた場合 

○総合評価に基づき上限内で選定・調整 

○総合評価の要素―発信力・イベント協力度・情報更新状況・販売活動の実績等 

○第1期認定品は原則継続ですが、評価により入れ替えの可能性有り  

 

９．申込方法について 

（１）申込方法 

下記提出書類にて、茂原商工会議所までお申し込みください。 

（２）提出書類 

１．銘産品エントリーシート 

※銘産品エントリーシートは茂原商工会議所窓口の他、ＨＰよりダウンロード 

できます。 

２．商品のパンフレット等資料 

※上記がない場合は商品が分かる写真（パッケージの写真・商品の写真） 

３．店舗（加工場）の各種営業許可証（写し） 

４．食品衛生責任者（又は食品衛生管理者）の受講終了証（写し） 

※推奨セレクション型の審査の商品提出については申込後あらためてご案内致

します。 

※商品提出時は各事業所で必要数をご用意ください。なお、食品については 

試食審査を実施予定のため、返品はいたしかねます。 

（３）エントリー期間 

     令和8年3月16日～4月15日まで 

（４）申込先・お問合せ 

〒297-0026 

茂原市茂原４４３ 茂原商工会議所 茂原銘産品認定事務局 

TEL：0475-22-3361 メール：info@mobara-cci.or.jp 

(業務時間8:45～17:15 土・日・祝日休業） 

※直接窓口でお申込みの場合は業務時間内にお越しください。 

 


